
事業者からの提案内容について、選定委員による審査を行い、営業出店参加候補者を選定いたしまし

た。なお、審査にあたっては、2024 年８月 30 日、9 月 3 日に事業予定者選定委員会を実施しました。 

  【カフェ・ファストフード】 

   ・ＫＩＮＧ合同会社 

  【EARTH TABLE～未来食堂～】 

   ・優秀候補者なし 

  【レストラン／カフェテリア】 

   ・優秀候補者なし 

  【各種ショップ／各種ショップ・コンビニエンスストア】 

   ・株式会社アーバンリサーチ 

・株式会社高麗貿易ジャパン 

・株式会社フェリシモ 

【カフェ・ファストフード】 

 ・万博らしさのある様々なメニュー提案が見られた。来場者の飲食ニーズにこたえるべく、安定し

た店舗運営に努めてほしい。 

 【EARTH TABLE～未来食堂～】 

     ・当該施設のコンセプトや企画趣旨を深く理解した提案がなかった。 

【レストラン／カフェテリア】 

・当該施設のコンセプトや企画趣旨を深く理解した提案がなかった。 

【各種ショップ／各種ショップ・コンビニエンスストア】 

    ・アジアで開催される本万博によくマッチした商品ラインナップの提案があった。また、これまで

の経験を活かした運営遂行能力を評価。 

・選定事業者については、十分な実績があることから運営遂行能力を高く評価。会場により多くの

賑わいや利便性をもたらすことを期待する。 

 ・新しい業態にチャレンジした独自の提案がみられた。話題性を生み出す店舗づくりを期待する。 

最終の選考が終了するまで非公開 

以上 

  



   

 2025 年日本国際博覧会 営業参加三次公募の一部区画に関して、 

募集期間を延⾧し営業参加者を募集します。 

 

・飲食施設 

  Ｄ-102、J-103、I-101、E-102、E-103 

 ・アミューズメント施設 ※申出状況により他の業態でも受付可能な場合があります。 

Ｄ-203、D-204、D-205、D-206  

 

  

   応募提案があった事業者より随時選定を行います。 

   応募のタイミングによっては採択者が決定済の場合もあります。 

  

 詳細概要は、営業参加三次公募にて示した募集要領に準じます。 

https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/20240719_04_bosyuyoukou_r.pdf 

   但し、以下の点については、変更点として留意してください。 

A． 区画内にて使用する面積は、応募者にて提案可能とします。 

・使用する面積は図面で示してください。 

・アミューズメント施設での応募に際し、200 ㎡を超えての出店を希望される場合は必ず飲食

コーナーを設けてください。その場合、飲食コーナーの面積は区画の 20％未満としてくださ

い。なお、提案内容については、大阪・関西万博にふさわしい内容としてください。 

※区画面積の変更を希望した場合、仕切り壁の設置及び仕上げ、またそれに伴う消防設備・

電気空調設備等の増移設にかかる費用は減床部分も含めすべて応募者負担となります。 

B． 施設使用料・売上納付金は以下の通りです。売上納付金の料率は下限値以上で自由提案が可能

です（選定時に加点されます）。 

・飲食施設 

・D 棟、E 棟、I 棟、J 棟区画の施設使用料は変更なし、売上納付金の下限値は 10％としま

す。 

・アミューズメント施設 

・D 棟区画の施設使用料は 0 円／㎡とし、売上納付金の下限値は１％とします。 

※アミューズメント施設での応募に際しては、提案内容や過去実績からアミューズメント業

態であるかを確認させていただきます。 

（区画参照資料：） 

https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/20240719_04_eigyousanka_siryou_r.pdf 

以上 


